
  

  

大阪大学で取得可能な教職員免許状一覧  

 

【学部の課程】 

学部 学科等
中学校教諭
一種免許状

高等学校教諭
一種免許状

養護教諭
一種免許状

文学部 人文学科 国語,社会,英語,ドイツ語,フランス語 国語,地理歴史,公民,英語,ドイツ語,フランス語

人間科学部 人間科学科 社会 地理歴史,公民

国語,中国語,韓国・朝鮮語（*）,フィリピン語（*）,
タイ語（*）,ヒンディー語（*）,ウルドゥー語,
アラビア語（*）,ペルシア語（*）,トルコ語（*）,
スワヒリ語（*）,ロシア語,ハンガリー語（*）,
デンマーク語（*）,スウェーデン語（*）,ドイツ語,
英語,フランス語,スペイン語（*）,
ポルトガル語（*）

国語,中国語,韓国・朝鮮語,フィリピン語（*）,
タイ語,ヒンディー語（*）,ウルドゥー語,アラビア語,
ペルシア語,トルコ語,スワヒリ語,ロシア語,
ハンガリー語,デンマーク語,スウェーデン語,
ドイツ語,英語,フランス語,スペイン語,
ポルトガル語

法学科

国際公共政策学科

経済学部 経済・経営学科 社会 公民,商業（*）

数学科 数学 数学

物理学科

化学科

生物科学科

医学部 保健学科看護学専攻 - - 養護

薬学部 薬科学科 理科（*） 理科（*）

応用自然科学科

応用理工学科

電子情報工学科 数学,理科,工業,情報

環境・エネルギー工学科 理科 理科,工業

地球総合工学科 数学,理科 数学,理科,工業

電子物理科学科

システム科学科

情報科学科 数学 数学,情報

化学応用科学科 理科 理科,工業（*）

理学部

工学部

数学,理科

数学,理科

数学,理科,工業

公民

理科理科

社会（*）

外国語学部 外国語学科

(※ただし、英語以外の教科については、専攻所属者以外取得できないことがあります。)

基礎工学部

数学,理科

法学部

 

（＊）印の付されている教科は、平成３１年度入学生より課程を廃止するため、平成３１年度以降の入学生はこの課程での免

許取得はできません。（平成３０年度までの入学生については、学部を卒業するまではこの課程が適用されます。）  

 

ただし、上記すべての課程の平成３１年度以降の開設については、教職課程の再課程認定を申請しており、

文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。  



  

  

大阪大学大学院で取得可能な教職員免許状一覧  

 

【大学院の課程】 

研究科 専攻等
中学校教諭
専修免許状

高等学校教諭
専修免許状

養護教諭
専修免許状

文化形態論専攻 社会 地理歴史,公民

文化表現論専攻 国語,社会,英語,ドイツ語,フランス語 国語,地理歴史,英語,ドイツ語,フランス語

　文化動態論専攻 国語,社会,英語 　国語,地理歴史,英語

人間科学研究科 人間科学専攻 社会 地理歴史,公民

法学研究科 法学・政治学専攻 社会（*） 公民

経済学専攻 社会 公民

経営学系専攻 - 商業（*）

数学専攻 数学 数学

物理学専攻

化学専攻

生物科学専攻

高分子科学専攻

宇宙地球科学専攻

医学系研究科 保健学専攻 保健（*） 保健（*） 養護

薬学研究科 創成薬学専攻 理科（*） 理科（*）

生命先端工学専攻

応用化学専攻

精密科学・応用物理学専攻

知能・機能創成工学専攻 　理科（*） 　理科（*）

機械工学専攻 数学 数学

マテリアル生産科学専攻 - 工業

電気電子情報工学専攻 数学,理科 数学,理科

環境・エネルギー工学専攻 理科 理科,工業

地球総合工学専攻 -

ビジネスエンジニアリング専攻 -

物質創成専攻 理科 理科,工業（*）

機能創成専攻

システム創成専攻

言語文化専攻 英語,ドイツ語,フランス語（*） 英語,ドイツ語,フランス語（*）

言語社会専攻
中国語,韓国・朝鮮語,ペルシア語（*）,
ロシア語,ドイツ語,英語,スペイン語

中国語,韓国・朝鮮語,ペルシア語（*）,
ロシア語,ドイツ語,英語,スペイン語

日本語・日本文化専攻 国語 国語

国際公共政策専攻

比較公共政策専攻

情報基礎数学専攻

情報数理学専攻

コンピュータサイエンス専攻

情報システム工学専攻

情報ネットワーク学専攻

マルチメディア工学専攻

バイオ情報工学専攻

生命機能研究科 生命機能専攻 理科 理科

公民（*）

言語文化研究科

情報科学研究科

基礎工学研究科

数学

数学,情報

工学研究科

数学,理科 数学,理科

数学

社会（*）国際公共政策研究科

　理科　理科

　工業

理科

経済学研究科

文学研究科

理学研究科
理科

 

（＊）印の付されている教科は、平成３１年度入学生より課程を廃止するため、平成３１年度以降の入学生はこの課程での免

許取得はできません。（平成３０年度までの入学生については、大学院を修了するまではこの課程が適用されます。）  

 

ただし、上記すべての課程の平成３１年度以降の開設については、教職課程の再課程認定を申請しており、

文部科学省における審査の結果、予定している教職課程の開設時期が変更となる可能性があります。 


